
１省エネルギー判断基準の明確化・簡素化に係る方向性について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準（H18 経済産業省・国土交通省告示第 3号）   

 

１ 住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 

１－１ 建築主等の責務 

１－２ 基準の適用方法 

 

１－３ 地域の区分に応じた年間暖冷房負荷等の基準 

 

１－４ 地域の区分に応じた相当隙間面積の基準 

１－５ 防露性能の確保 

１－６ 換気量の確保 

１－７ 暖房機器等による室内空気汚染の防止 

１－８ 暖房及び冷房に関わるエネルギー効率の確保 

１－９ 防暑のための通気経路の確保 

１－10 所有者の配慮事項 

 

２ 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 

３ 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 

４ 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 

５ 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 

６ 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 

 

 

 

Ⅱ 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針（H18 国土交通省告示第 378 号） 

 

１ 目的 

 

２ 断熱構造とする部分 

 

３ 躯体の断熱性能等に関する基準 

 (1) 躯体の設計に関する基準（熱貫流率・熱抵抗値） 

  

 

(2) 断熱材の施工に関する基準 

 (3) 気密層の施工に関する基準 

 

 

４ 開口部の断熱性能等に関する基準 

 （熱貫流率・夏期日射侵入率） 

 

５ 換気計画に関する基準 

 

６ 暖冷房及び給湯の計画に関する基準 

７ 通風計画に関する基準 

８ 住まい方に関する情報の提供 

 

９ 躯体及び開口部の断熱性能等に係る維持保全に関する基準  

 

届出に対応した住棟セントラル（共用部分）設備に係る基準 

気密性の確保に係る定量的基準の削除 

削除（換気性能は建築基準法により規制） 

・床面積 2,000 ㎡以上の住宅に係る省エネ措置の届出にあたり、建築主側

（設計事務所・ゼネコン等）が多大な負担を感じている現状 

・今後、床面積 2,000 ㎡を引き下げた場合、さらに広範な事業者への負担

を強いることとなるため、届出が円滑に実施されるための措置が必要 

省エネ判断基準は住宅・建築物等の設計者や施工者等が的確に

対応できるよう、その内容の明確化・簡素化に努める。 

（社会資本整備審議会建築分科会住宅・建築物省エネルギー部会とりまとめより） 

基本的な考え方 ： これまでに得られた技術的知見等を踏まえ、要求性能を変えることなく、規定事項の明確化・簡素化を実施 

断熱施工が著しく困難である浴室下部、玄関・勝手口の土間床部分等について適用除外 

削除（換気性能は建築基準法により規制） 

１ 現状、外張断熱工法のみ熱抵抗値が規定されている在来鉄骨造基準について、

これまでの知見の集積と検討を行い、熱抵抗値基準を追加 

２ 鉄筋コンクリート造の構造熱橋部における断熱補強に係る規定の合理化 

削除（それぞれ、配慮事項として解説書等で引き続き、普及啓発） 

削除（詳細な施工仕様については削除し、解説書等で引き続き、普及啓発） 

１ 開口部の断熱構造化に係る規定の合理化 

２ 開口部の日射遮蔽措置に係る簡易な算出方式の導入 

※上記方針に従い、住宅性能表示基準：省エネルギー対策等級技術基準についても、所要の見直しを検討 

的確に措置されているかの判断は、「１－３ 年間暖冷房負荷等の基準」による

ものと明記し、他は配慮・留意事項 

１ これまでの知見を基に、冬期日射有効利用（パッシブ型）住宅に係る基準を簡素化 

２ 開口部の日射遮蔽措置に係る簡易な算出方式の導入 
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